
西宮市 公衆 浴場 設備 改善資 金利 子補 給金 交付要 綱  

 

 

（目的 ）  

第 １条  この要 綱は 、公 衆浴 場の衛 生措 置基 準を 遵守し 、設 備の 近代 化を  

促進す るた めに 、公 衆浴場 営業 者（ 以下 「営業 者」 とい う。）  が 行う 施  

設改善 事業 に要 する 経費に つい て、 日本 政策 金 融公 庫（ 以下 「公庫 」と  

いう。）  か ら必 要な 公衆浴 場設 備改 善資 金（以 下「 設備 改善 資金」 とい  

う。）  を借 り入 れた 場合に おい て、 その 借入資 金に 係る 支払 い利子 の一  

部を補 助す るこ とに より、 経営 の安 定を 図ると とも に地 域住 民の公 衆衛  

生の維 持、 向上 及び 福祉の 増進 に寄 与す ること を目 的と する 。  

 

（補助 対象 者）  

第 ２条  補助対 象者 は、 公衆 浴場法 （昭 和２ ３年 法律第 １３ ９号 ）第 ２条  

  の規 定に より 営業 許可を 受け 、物価 統 制令（昭 和２ １年 勅 令第１ １８ 号） 

  第４ 条の 規定 によ り入浴 料金 の価 格が 統制さ れて いる 公衆 浴場の 営業 者

で、過 去３ 年以 内に 公衆浴 場法 に基 づく 行政処 分を 受け たこ とがな い者

であっ て、 設備 改善 資金に 係る 利子 を支 払った 者と する 。  

 

（補助 対象 ）  

第 ３条  市長は 、営 業者 が次 の各号 に掲 げる 公庫 の貸付 けに 係る 支払 い利  

子（延 滞に 係る 利息 は除く 。）  の一 部に 対して 、予 算の 範囲 内にお いて

補助す るも の（ 公庫 の貸付 金に 係る 支払 い利子 に対 する 補助 につい て、

以下、「利 子補給 金 」とい う。）  と する 。  

（１） 特別 利率 を適 用する 貸付  

（２） 災害 貸付  

（３） 小企 業設 備改 善資金 特別 貸付  

 

（利子 補給 金の 額）  

第 ４条  利子補 給金 は、 別表 により 算出 した 額と する。  

 

（利子 補給 対象 期間 ）  

第 ５条  利子補 給金 の交 付の 対象と なる 期間 は、 公庫の 貸付 けを 受け た日  

の属す る月 から 起算 して７ 年以 内と する 。  

 

（利子 補給 金交 付申 請）  

第 ６条  利子補 給金 を申 請し ようと する 営業 者は 、公衆 浴場 設備 改善 資金  

利子補 給金 交付 申請 書 に公 庫が 発行 する 償還状 況証 明書 若し くは報 告書

を添え て、 翌年 の１ 月３１ 日ま でに 、市 長に提 出し なけ れば ならな い。  

 

（利子 補給 金交 付決 定及び 通知 ）  

第 ７条  市長は 、前 条の 規定 による 交付 申請 書を 受付け 、受 理し たと きは、  

その内 容を 審査 し、 公衆浴 場設 備改 善資 金利子 補給 金の 交付 の適否 を決

定する 。  

２   市 長は 、前 項の 規定に より 利子 補給 金を交 付す るこ とを 決定し たと き  

は、利 子補 給金 の額 等必要 な事 項を 記 載 した公 衆浴 場設 備改 善資金 利子

補給金 交付 決定 通知 書 によ り、 交付 しな いこと を決 定し たと きは、 その

旨を記 載し た公 衆浴 場設備 改善 資金 利子 補給金 不交 付決 定通 知書 に より 、



営業者 にそ の決 定を 通知す る。  

３   市 長は 、公 衆浴 場設備 改善 資金 利子 補給金 の交 付を 決定 する場 合に お  

いて、 利子 補給 金の 交付の 目的 を達 成す るため 必要 があ ると 認める とき

は、条 件を 付す るこ とがで きる 。  

 

（利子 補給 金の 請求 ）  

第 ８条  前条の 規定 によ り利 子補給 金の 交付 決定 を受け た営 業者 は、 公衆  

浴場設 備改 善資 金利 子補給 金交 付請 求書 に、次 の各 号に 掲げ る書類 を添

えて、 市長 に提 出し なけれ ばな らな い。  

  （１ ）公 衆浴 場設 備改善 資金 利子 補給 金交付 決定 書の 写し  

  （２ ）そ の他 市長 が必要 と認 める 書類  

 

（利子 補給 金の 交付 の決定 の取 消）  

第 ９条   市 長は 、営 業者が 次の 各号 の一 に該当 する と認 める ときは 、利 子

補給金 の交 付決 定の 全部又 は一 部を 取り 消すこ とが でき る。  

  （１ ）利 子補 給金 を当該 設備 改善 以外 の用途 に使 用し たと き。  

  （２ ） 利 子補 給金 の交付 決定 内容 又は これに 付し た条 件に 違反し たと き。 

  （３ ）設 備改 善に ついて 、市 長の 承認 なしに 変更 、中 止し 、又は 廃止 し

たとき 。  

  （４ ）設 備改 善に 関して 、詐 欺そ の他 不正を 行っ たと き。  

  （５ ）こ の要 綱に 違反し たと き。  

 

（利子 補給 金の 返還 ）  

第 10 条  市 長は 、利 子補給 金の 交付 の決 定の全 部又 は一 部を 取り消 した 場

合にお いて 、当 該取 り消し に係 る利 子補 給金が 既に 交付 され ている とき

は、返 還す る利 子補 給金の 額、 返還 時期 その他 必要 事項 を記 載した 公衆

浴場設 備改 善資 金利 子補給 金返 還命 令書 により 、す みや かに 当該営 業者

に対し 、そ の返 還を 命じな けれ ばな らな い。た だし 、当 該利 子補給 金の

申請、 執行 等に つい て適正 な理 由、 やむ を得な い事 情が ある と認め ると

きは、 この 限り でな い。  

 

（補則 ）  

第 11 条  この要 綱 に定め るも のの ほか 必要な 事項 は別 に定 める。  

 

付   則  

１  こ の要 綱は 、平 成１２ 年４ 月１ 日か ら施行 する 。  

２  こ の要 綱は 、西 宮市補 助金 制度 に関 する指 針に 基づ き、 ３年以 内ご

とに見 直し を行 うも のとす る。  

 付  則  

この要 綱は 、平 成１ ９年４ 月１ 日か ら施 行する 。  

付   則  

 この 要綱 は、 平成 ２１ 年 ４月 １日 から 施行す る。  

付   則  

この要 綱は 、平 成２ ６年５ 月１ ３ 日 から 施行す る。  

  付  則  

 この 要綱 は、 平成 ２８年 １１ 月３ ０ 日 から施 行す る。  



別表  

区 分  算 出 方 法  

補  

給  

額  

１  毎 年 １ 月 １ 日 か ら １ ２ 月 ３ １ 日 ま で に 営 業 者 が 公 庫 に 支 払 っ た 利 子 の う ち 年 利 率 1％ を

越 え る 部 分 に 対 し て 、未 償 還 元 金 の 総 額 に 応 じ て 次 の ① か ら ⑤ に 掲 げ る 方 法 で 算 出 し た 額 と

す る 。  

（ 注 ）・ 年 利 率 を 「 A（ %）」 と す る 。 ま た 、 年 利 率 が 4％ を 超 え る 場 合 は 、 A は 4％ と す る 。  

    

①  当 該 年 を 通 じ て 未 償 還 元 金 の 総 額 が 2 , 1 0 0 万 円 未 満 の も の  

  

補給額
当該年に支払った

利子総額 A％
×

（A-１）％
＝

 

 

②  当 該 年 を 通 じ て 未 償 還 元 金 の 総 額 が 2 , 1 0 0 万 円 以 上 の も の  

    2 , 1 0 0 万 円 ×（ A - 1） ％ ＝ 補 給 額  

 

③  当 該 年 当 初 に お い て 、 未 償 還 元 金 の 総 額 が 2 , 1 0 0 万 円 以 上 で あ っ て 、 当 該 年 の 途 中 で  

2 , 1 0 0 万 円 未 満 と な っ た も の  

A％ ） 補給額
利子を支払った月数 支払った当該年の

１２ヶ月 利子総額

＝
2,100万円以上で 2,100万円未満で (A-1)％（（2,100万円 ×(A-1)％

未償還元金総額が

××

未償還元金総額が

）＋

 

 

④  当 該 年 当 初 に お い て 、 未 償 還 元 金 の 総 額 が 2 , 1 0 0 万 円 未 満 で あ っ て 、 当 該 年 の 途 中 で  

2 , 1 0 0 万 円 以 上 と な っ た も の  

12ヶ月
（ ）＝ 補給額2,100万円×(A-1)％ ×

借入日から

初回支払日

までの日数（(A-1)％

365日

A％（ ）＋

未償還元金総額が

2,100万円未満で

支払った当該年の

利子総額

× ）＋ 2,100万円×(A-1)％ ×

未償還元金総額が

2,100万円以上で

利子を支払った月数

 

 

⑤  当 該 年 の 途 中 で 、 利 子 補 給 補 助 対 象 と な っ た 借 入 れ に つ い て  

   ア  初 回 支 払 い 以 降 の 当 該 年 度 を 通 じ て 、 未 償 還 元 金 総 額 が 2 , 1 0 0 万 円 未 満 の も の  

     式 ） １ に 同 じ  

   イ  初 回 支 払 い 以 降 の 当 該 年 度 を 通 じ て 、 未 償 還 元 金 総 額 が 2 , 1 0 0 万 円 以 上 の も の  

×(A-1)%

未償還元金総額が

補給額
までの日数

365日

2,100万円 ×（2,100万円 × (A-1)%
利子を支払った月数

2,100万円以上で
＝

初回支払日 ）×

借入日から

）＋

12ヶ月（
 

 

２  １ に 掲 げ る 計 算 式 中 「（ A - 1） ％ ／ A％ 」 に よ り 算 出 し た 結 果 に 端 数 が 生 じ る 場 合 は 、 小 数

点 以 下 第 ３ 位 を 切 り 捨 て る 。  

 

３  算 出 し た 補 給 額 に １ 円 未 満 が 生 じ る 場 合 は こ れ を 切 り 捨 て る 。  

 

４  借 入 件 数 が ２ 件 以 上 の 場 合 で 未 償 還 元 金 総 額 を 合 算 し た も の が 2 , 1 0 0 万 円 以 上 の 場 合 は

2 , 1 0 0 万 円 と し て 、又 は 2 , 1 0 0 万 円 未 満 の 場 合 は そ れ ぞ れ の 未 償 還 元 金 総 額 に よ り 算 出 す る 。 

 

                                                                                                                      


